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下記のとおり質問したいので通告します 
№ 質 問 事 項 質   問   要   旨 答弁者 
６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の水行政につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

日本国内で、水源林とされる山林を企業（外国企業）

が知らない間に購入していることが問題になってき

た。その理由として気候変動による地球規模での水不

足の予測より、水源が投機対象になること、CO2 の排

出権取引の物件、日本の土地所有制度で諸外国に比べ、

私権が大きいこと･山林の管理が困難で、手放さざるを

得ないこと・山林の価格が安いことなどが理由とされ

ている。グローバル化経済のなかでの山林の売買につ

いては国の法制度の課題だが、嵐山町の水源である山

林については山林売買の把握が必要であり、又、水源

林保全地域のゾーニングを行い、町による水源林とし

ての保全対策が必要である。 
（１）水道会計の法定・法定外の内部留保資金は 
（２）水源林保全地域の指定の考えは 
（３）水道会計の内部留保金の一部を水資源保全基金

として、活用することが一つの突破口になる。考

え方を聞く。 

 

町長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


